
令和8年4月1日施行

(1)施設使用料 （消費税10％を含む）

・利用者が、入場料などを徴収する場合は、この表の料金の2倍になります。

・施設使用料には冷暖房設備使用料およびコンセント使用料を含みます。

(2)附属設備使用料 （消費税10％を含む）

名称 単位

ピアノ 1台

プロジェクター 1台

ガスコンロ（2口のみ） 1台

ガスコンロ（2口+グリル） 1台

ガスコンロ（グリル） 1台

1台

ガス炊飯器（1升） 1台

ガス炊飯器（2升） 1台 100円

80円

120円

170円

50円

120円

40円

ガス使用料

有線マイク2本
ワイヤレスマイク2本
マイクスタンド3本
音楽プレイヤー等

拡声器具（音
響設備一式）

ガスオーブン

90円

ヤマハ（アップライト型） 340円

第6研修室

和室

調理実習室

450円

720円

規格 使用料（1時間につき）

・拡声器具やピアノなどの附属設備を使用する場合は、別途所定の使用
料をお支払いいただきます。

390円

・使用料の改定についての詳細は、使用料・手数料の見直し（財政課）を
ご覧ください。

1式

貸室名 使用料（1時間につき）

西公民館使用料　　　　　

550円第5研修室

1190円

550円

550円

550円

390円

講堂

第1研修室

第2研修室

第3研修室

第4研修室

・利用する団体の種類や利用目的によっては、使用料の減免制度があり
ます。


